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随意契約によることとした理由 備　　考

1

国有林野内の採石
事業跡地における緑
化等のあり方に関す
る調査委託

支出負担行為担当官
林野庁長官　前田　直登
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成17年10月3日

全国国有林採石協会
（東京都江東区東陽５
－３－３林野弘済会東
京支部内）

2,689,649

　全国国有林採石協会は、採石事業跡地緑化の専門知識、技術力
と採石法等各種関係法令に精通した人材を擁し、採石事業跡地と
いう特殊な箇所の緑化に対する調査対応能力を備えている。また、
調査箇所の全てが、本協会会員事業者の実施した採石事業跡地
であることから本調査に対する事業者からの協力を得やすく、履行
期間の短縮及び経費の節減が可能で、円滑な調査の実施を確保
できる唯一の者である。このため会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号に該当する。

2
国有林野内の環境
緑化樹木賦存量調
査の委託

支出負担行為担当官
林野庁長官　前田　直登
（東京都千代田区霞が関
１－２－１）

平成17年10月3日

全国環境緑化樹木事
業協同組合
（東京都文京区後楽１
－７－１２　林友ビル６
Ｆ）

1,567,824

　全国環境緑化樹木協同組合は、国有林野内における環境緑化樹
木の賦存量調査の豊富な実績と環境緑化樹木採取に対する専門
的知識、技術力を有するとともに、国有林野内の環境緑化樹木に
関するニーズを的確に把握している。また、組合員ネットワークを通
じ国有林内の環境緑化樹木に対する精度の高い情報を収集するこ
とにより履行期間の短縮、経費の節減、円滑な調査の実施を確保
できる唯一の者である。このため会計法第29条の3第4項及び予算
決算及び会計令第102条の4第3号に該当する。

3

4

5

（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

別紙様式１
平成１７年10月分

備　　考

（１）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。


